
美濃加茂市木育スタート事業
美濃加茂市ではお子様の健やかな成長を願うとともに、
木材に触れ合う機会を創出するため、
新生児を対象に誕生祝い品の贈呈を行います。

贈呈品　木の器　１個 /１人

対象と贈呈方法
〇令和 5年 4月 1日以降、美濃加茂市に出生届を提出し、美濃加茂市に住民登録をする新生児
　出生届の提出時に市民課にてお渡しいたします。

〇令和 5年 4月 1日以降、出生から 1年以内に美濃加茂市に住民登録をする新生児
　農林課窓口で申請いただき、お渡しいたします。

問合先　美濃加茂市農林課里山再生係　☎  0574-25-2111（331）

お子様の成長に木のぬくもりを


